 (
6cm
) (
9cm
)様式第12号（第12条関係）

	（表）
	第　　　　号
立入検査員の証
職名
氏名
（　　年　　月　　日生）
豊郷町公共下水道使用料条例第6条第3項に規定する立ち入り権限を有する者であることを証する。
年　　月　　日交付
豊郷町下水道事業管理者　　　　　　印



	（裏）
	1　本証は、排水量の計測または計測装置の維持、修繕もしくは撤去のために当該計測装置の設置場所に立ち入る場合には、必ず携帯しなければならない。
2　本証は、関係人の請求があったときには、いつでもこれを提示しなければならない。
3　本証は、他人に貸与し、または譲渡してはならない。
4　本証を紛失し、または甚だしく汚損したときは、届け出て、再交付を受けなければならない。



